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音更町職員定数条例の一部を改正する条例

音更町職員定数条例（昭和４７年音更町条例第１５号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１号中「２２８人」を「２３６人」に改め、同項第４号中「２９人」を

「３４人」に改める。

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。


